
【5月14日(日)実施】

31(金)
9:30  鹿野地区公民館

毎週火    9:00  鹿野地区公民館

   10:00  鹿野地区公民館

   9:30  鹿野地区公民館

5(日)

30(木)

23(木)

16(木)
  13:30  鹿野地区公民館

   9:30  鹿野地区公民館

  13:30  鹿野地区公民館

11:00  国民宿舎「山紫苑」

10(金)

26(日)

   6:50  鹿野城跡公園

  13:30  鹿野地区公民館

13(月)
   9:30  鹿野地区公民館

ふ み づ き Tel.0857-38-0022    Fax.0857-84-2191

他の地区に住んでおられる方も、鹿野地区公民館の事業にご参加ください！！

【5月22日実施】

地域の仲間づくり事業

日 時： 月 日(木)

場 所：鹿野地区公民館

講 師：鳥取市国際交流員 イジェハンさん

参加費：５００円

持ち物：エプロン・三角巾・

手拭きタオル

申込み：７月１6日(木)まで

★7月30日(木) ｢光るおばけランタン｣

★7月31日(金) ｢簡単おかずパン｣

★8月 3日(月) ｢宿題を片づけよう①｣

★8月 4日(火) ｢宿題を片づけよう②｣

★8月 6日(木)  ｢夏だ!!アイスだ!!スライムだ!!｣

いずれも 9:30～

湯梨浜町の竹灯籠工房から講師の森下智道
さんを招き、竹灯籠づくりを実施しました。

参加者はデザイン画を選び、ドリルで穴を
開けて模様を仕上げました。最後にライトを
入れると模様が浮かび上がり、温かな灯りを
楽しむことができました。

完成後は一人一人の作品を鑑賞し、個性豊
かな灯籠が並びました。

裏面もご覧ください

特色ある公民館活動事業

6月19日、米子クリーンセンターの見学と水木しげ

るロードの散策、境港水産物直売センターでの買い物

を行いました。ごみ処理について学ぶとともに、散策

や買い物を楽しみながら参加者同士の交流を深めるこ

とができ、充実した一日となりました。

特色ある公民館活動事業

【6月19日実施】



令和６年４月１日に相続登記の申請が義務化されました！

不動産を相続したら、３年以内に相続登記の申請をする必要があります。

令和６年４月１日より前に発生した相続も対象となります。

（今なら相続登記の免税措置があります！）

正当な理由がなく義務に違反した場合、過料に科せられる可能性があります。

相続登記には期限があります

最短で令和９年３月３１日が期限となります！

令和８年４月１日から

住所・氏名の変更登記の申請が義務化されました！

住所や氏名を変更したら、２年以内に変更登記の申請をする必要があります。

また、令和８年４月１日より前の住所変更なども対象となります。

「スマート変更登記」でらくらく安心！

（簡単・無料のお手続をしていただければ、法務局で住所・氏名の変更登記をします）

※正当な理由なく義務に違反した場合、過料に科せられる可能性があります。

詳しくは、鳥取地方法務局ホームページ又は電話によりお問合せく

ださい。

■お問合せ先 鳥取地方法務局登記部門

【相続義務化】

【住所変更等の義務化】


